
　　　令和７年度むつ市放任果樹等伐採事業補助金交付要綱 

 

令和 ７ 年１１月 ４ 日 

むつ市告示第１８５号 

 

　（趣旨） 

第１条　市は、人の生活圏にあるクマを誘引する樹木の伐採を行うことにより、ク

マによる人身被害の未然防止を図ることを目的として、予算の範囲内において、

令和７年度むつ市放任果樹等伐採事業補助金（以下「補助金」という。）を交付

するものとし、その交付については、むつ市補助金等に関する規則（昭和６１年

むつ市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に

定めるところによる。 

　（補助対象経費及び補助金の額） 

第２条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補

助金の額は、別表に掲げるとおりとする。 

　（補助対象者） 

第３条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、伐採す

る樹木の所有者（所有者から委任を受けた者を含む。）とする。 

　（伐採木の種別） 

第４条　対象樹種は、クマのエサとなる実を結ぶ樹木とする。ただし、営利目的に

植付けされた樹木は、対象としない。 

　（補助金の交付申請、提出期限） 

第５条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、むつ市

放任果樹等伐採事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、

令和８年２月２８日までに市に提出しなければならない。 

　⑴　位置図及び現況写真 

　⑵　伐採に係る経費を確認できる書類の写し 

　⑶　委任状（所有者から委任を受けた者が申請する場合に限る。） 

　⑷　その他市長が必要と認める書類 

　（補助金の交付決定及び通知） 

第６条　市は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と

認めるときは、補助金の交付を決定し、令和７年度むつ市放任果樹等伐採事業補



助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

　（補助金の交付の条件） 

第７条　次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第

５条の規定により付された条件となるものとする。 

　⑴　補助事業の内容変更をする場合においては、むつ市放任果樹等伐採事業変更

申請書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を受けること。 

　⑵　申請者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合には、むつ市放任果樹等伐

採事業中止（廃止）承認申請書（様式第４号）を市長に提出し、その承認を受

けること。 

　（伐採期間） 

第８条　樹木の伐採は、補助金の交付決定通知日から令和８年３月３１日までに完

了するものとする。 

　（補助金交付の方法） 

第９条　補助金は、補助事業の完了後交付する。 

　（実績報告） 

第１０条　規則第１２条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の廃

止の承認を受けた場合は、その日）から起算して３０日を経過した日又は令和８

年３月３１日のいずれか早い期日までに、むつ市放任果樹等伐採事業補助金実績

報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

　⑴　領収書の写し 

　⑵　伐採後の写真 

　（補助金の請求） 

第１１条　補助金の請求は、令和７年度むつ市放任果樹等伐採事業補助金請求書

（様式第６号）を市長に提出して行うものとする。 

　（補助金の返還） 

第１２条　市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、

期間を定めて補助金の一部又は全額を返還させることができる。 

　⑴　虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

　⑵　前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。 

　（委任） 

第１３条　この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 



　　　附　則 

　この要綱は、告示の日から施行する。



別表（第２条関係） 

補助対象経費 補助金の額

対象樹木の伐採及び処分に係る 補助対象経費に４分の３を乗じて得た額以

委託料（１回当たり３本を限度 内の額（１，０００円未満の端数があると

とする。） きは、その端数を切り捨てた額）とし、樹

木１本当たり３０，０００円を限度とす

る。

　備考 

　　１　補助金の交付は、当該年度において同一の者につき１回に限るものとする。 

　　２　補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除くものとする。 

　　３　国、他の地方公共団体等から補助金の経費を受けている経費は、補助対象

経費から除くものとする。 

 


